
№ 役職名 氏　　　名 選　　出　　区　　分 備　考

1 理事長 林　　　直　康
社会福祉事業の経営に関する識見を
有する者

2 理　事 大　野　春　光
社会福祉事業の経営に関する識見を
有する者

3 理　事 洞　田　厚　男
社会福祉事業の経営に関する識見を
有する者

4 理　事 木　村　利　一
事業の区域における福祉に関する実情
に通じている者

5 理　事 蓑　島　信　子
事業の区域における福祉に関する実情
に通じている者

社会福祉法人　岐協福祉会　役員名簿

平成29年6月26日現在

6 理　事 伊　藤　　　満 法人施設の管理者等

7 理　事 浅　野　賢　司 法人施設の管理者等

1 監　事 内　木　一　博 財務管理について識見を有する者

2 監　事 多田 喜代則 社会福祉事業について識見を有する者

任期：平成29年6月26日から平成30年度に終了する会計年度のうち最終の
　　　　ものに関する定時評議員会の終結の時まで



№ 役職名 氏　　　名 選　　出　　区　　分 備　考

1 評議員 市　橋　勝　彦
社会福祉法人の適正な運営に必要な
識見を有する者

2 評議員 村　瀬　光　春
社会福祉法人の適正な運営に必要な
識見を有する者

3 評議員 松　居　俊　子
社会福祉法人の適正な運営に必要な
識見を有する者

4 評議員 藤　井　　　彰
社会福祉法人の適正な運営に必要な
識見を有する者

5 評議員 山　田　　　正
社会福祉法人の適正な運営に必要な
識見を有する者

社会福祉法人の適正な運営に必要な

社会福祉法人　岐協福祉会　評議員名簿

平成29年6月26日現在

6 評議員 山　田　正　行
社会福祉法人の適正な運営に必要な
識見を有する者

7 評議員 林　　　義　則
社会福祉法人の適正な運営に必要な
識見を有する者

8 評議員 加　藤　良　三
社会福祉法人の適正な運営に必要な
識見を有する者

任期：平成29年4月1日から平成32年度に終了する会計年度のうち最終の
　　　　ものに関する定時評議員会の終結の時まで



社会福祉法人岐協福祉会役員等の報酬等に関する規程

（目 的）

第１条 この規程は、社会福祉法人岐協福祉会（以下「法人」という。）の定

款の規定に基づき、役員等の報酬及び費用弁償（以下「報酬等」という。）

に関し必要な事項を定めるものである。

（役員等）

第２条 この規程において、役員等とは、評議員、理事及び監事をいう。

（報 酬）

第３条 役員等には、次のとおり報酬を支給する。

(1) 役員等には、評議員会、理事会及びその他の会議への出席、監事監査の

実施など法人の業務を行う場合には、日額 10,000 円の報酬を支給する。

（費用弁償）

第４条 役員等が法人のために出張等した場合には、費用弁償を行うことがで

きるものとする。費用弁償は、法人の旅費規程の規定に準ずる。

（重複支給の禁止）

第５条 役員等のうち法人の職員であるものについては、第３条及び第４条の

規定は適用しない。

（報酬等の支給方法）

第６条 報酬等は、通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本

人名義の金融機関口座に振り込むことができる。

２ 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額を控除して支給する。

（公 表）

第７条 法人は、この規程をもって、社会福祉法第５９条の２第１項第２号に

定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。

（改 廃）

第８条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。

附 則

１ この規程は、平成２９年６月２６日から適用する。

２ この規程の施行と同時に、「社会福祉法人岐協福祉会役員等の費用弁償

規程」を廃止する。


	役員・評議員名簿
	役員名簿　Ｈ29.6.26現在
	評議員名簿　Ｈ29.6.26現在

	役員等の報酬等に関する規程


役員名簿　Ｈ29.6.26現在



				社会福祉法人　岐協福祉会　役員名簿 シャカイ フクシ ホウジン ギキョウフクシカイ ヤクイン メイボ

										平成29年6月26日現在 ヘイセイ ネン ツキ ヒ ゲンザイ

				№		役職名 ヤクショクメイ		氏　　　名 シ メイ		選　　出　　区　　分 セン デ ク フン		備　考 ソナエ コウ

				1		理事長 リ コト チョウ		林　　　直　康 ハヤシ チョク ヤスシ		社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 シャカイ フクシ ジギョウ ケイエイ カン シキケン ユウ モノ

				2		理　事 リ コト		大　野　春　光 ダイ ノ ハル ヒカリ		社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 シャカイ フクシ ジギョウ ケイエイ カン シキケン ユウ モノ

				3		理　事 リ コト		洞　田　厚　男 ホラ タ アツシ オトコ		社会福祉事業の経営に関する識見を有する者 シャカイ フクシ ジギョウ ケイエイ カン シキケン ユウ モノ

				4		理　事 リ コト		木　村　利　一 キ ムラ リ イッ		事業の区域における福祉に関する実情に通じている者 ジギョウ クイキ フクシ カン ジツジョウ ツウ モノ

				5		理　事 リ コト		蓑　島　信　子 ミノ シマ シン コ		事業の区域における福祉に関する実情に通じている者 ジギョウ クイキ フクシ カン ジツジョウ ツウ モノ

				6		理　事 リ コト		伊　藤　　　満 イ フジ ミツル		法人施設の管理者等 ホウジン シセツ カンリシャ トウ

				7		理　事 リ コト		浅　野　賢　司 アサ ノ ケン ツカサ		法人施設の管理者等 ホウジン シセツ カンリシャ トウ

				1		監　事 カン コト		内　木　一　博 ウチ キ イチ ヒロシ		財務管理について識見を有する者 ザイム カンリ シキケン ユウ モノ

				2		監　事 カン コト		多田 喜代則 タダ キヨノリ		社会福祉事業について識見を有する者 シャカイ フクシ ジギョウ シキケン ユウ モノ

				任期：平成29年6月26日から平成30年度に終了する会計年度のうち最終の
　　　　ものに関する定時評議員会の終結の時まで ニンキ ヘイセイ ネン ツキ ヒ ヘイセイ ネン ド







評議員名簿　Ｈ29.6.26現在



				社会福祉法人　岐協福祉会　評議員名簿 シャカイ フクシ ホウジン ギキョウフクシカイ ヒョウギイン メイボ

										平成29年6月26日現在 ヘイセイ ネン ツキ ヒ ゲンザイ

				№		役職名 ヤクショクメイ		氏　　　名 シ メイ		選　　出　　区　　分 セン デ ク フン		備　考 ソナエ コウ

				1		評議員 ヒョウギイン		市　橋　勝　彦 シ ハシ カツ ヒコ		社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者 シャカイ フクシ ホウジン テキセイ ウンエイ ヒツヨウ シキケン ユウ モノ

				2		評議員 ヒョウギイン		村　瀬　光　春 ムラ セ ヒカリ ハル		社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者 シャカイ フクシ ホウジン テキセイ ウンエイ ヒツヨウ シキケン ユウ モノ

				3		評議員 ヒョウギイン		松　居　俊　子 マツ イ トシ コ		社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者 シャカイ フクシ ホウジン テキセイ ウンエイ ヒツヨウ シキケン ユウ モノ

				4		評議員 ヒョウギイン		藤　井　　　彰 フジ イ アキラ		社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者 シャカイ フクシ ホウジン テキセイ ウンエイ ヒツヨウ シキケン ユウ モノ

				5		評議員 ヒョウギイン		山　田　　　正 ヤマ タ タダシ		社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者 シャカイ フクシ ホウジン テキセイ ウンエイ ヒツヨウ シキケン ユウ モノ

				6		評議員 ヒョウギイン		山　田　正　行 ヤマ タ タダシ イキ		社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者 シャカイ フクシ ホウジン テキセイ ウンエイ ヒツヨウ シキケン ユウ モノ

				7		評議員 ヒョウギイン		林　　　義　則 ハヤシ ギ ノリ		社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者 シャカイ フクシ ホウジン テキセイ ウンエイ ヒツヨウ シキケン ユウ モノ

				8		評議員 ヒョウギイン		加　藤　良　三 カ フジ リョウ サン		社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者 シャカイ フクシ ホウジン テキセイ ウンエイ ヒツヨウ シキケン ユウ モノ

				任期：平成29年4月1日から平成32年度に終了する会計年度のうち最終の
　　　　ものに関する定時評議員会の終結の時まで ニンキ ヘイセイ ネン ツキ ヒ ヘイセイ ネン ド シュウリョウ カイケイ ネンド サイシュウ カン テイジ ヒョウギイン カイ シュウケツ トキ







